
 

 

 

 

 
北海道高齢者向け住宅事業者連絡会では、好評であった昨年度に続き、介護支援専門員受験対策講座を

開講します。この講座では、介護保険制度を中心に介護支援分野・保健医療分野・福祉分野の基本を振り

返りつつ、過去問からの応用なども学び、合格をめざす内容を講義します。講師は、介護新聞で長年にわ

たり受験対策講座を連載している本会会長の奥田龍人が担当します。日曜日だけの講座と平日夜の講座を

準備して、受験生が受講しやすい時間を選択できるようにしました。テキストは過去問５年間を完全掲載

し、わかりやすさが定評の介護新聞連載テキストを基にしたオリジナルテキストをご用意しました。 

 

日曜コース：8月18日（日）9:30～17:30 受講料7,000円（テキスト代別1,000円） 
◎介護支援分野（下記平日コースの第１回～第 3回の内容）を中心に 7時間講義します。 
 
平日の夜コース 日 程 ・ 内 容 受講料（ﾃｷｽﾄ代別） 

 
介護支援分野 

第1回 8月27日（火）18:30～21:30 介護保険制度論（１） 2,500円 まとめ 
申込で 
7,000円 

第2回 9月 3日（火）18:30～21:30 介護保険制度論（２） 2,500円 

第3回 9月10日（火）18:30～21:30 居宅介護支援など 2,500円 

保健医療サービス 第4回 10月1日（火）18:30～21:30 保健医療サービス 2,500円 

直前対策 第5回 10月8日（火）18:30～21:30 直前対策・予想問題 2,500円 

 

両コースとも会場はいずれもサンビル4F会議室です。 
サンビル：中央区北3西２８（地下鉄東西線西28丁目駅3番出口直結してます）。 
有料駐車場は近くにツタヤなどがあります。  
 
【申込方法】   この申込用紙でＦＡＸ、又は必要事項（選択コース等）を記載してメールで申込。 

電話でも受け付けます。 
【主催・申込先】 北海道高齢者向け住宅事業者連絡会（北10西４ SCビル2F）  
          E-mail：info4343@koujuren.com TEL：011-707-4343 FAX：011-717-6002 
【そ の 他】   ①受講料は当日持参して下さい。 

     ②テキスト代は別途 1,000円お申し付けします。もちろん 1回買えばそれ以降、負担 

はありません。なお、北海道高齢者向け住宅事業者連絡会の会員事業所の職員は無料 

です（受付時にその旨申し出て下さい）。 
③受講票は、発行いたしません（定員が埋まった場合は、お断りの連絡をさせていただきます）。 

④当日のキャンセルは、090-7053-5234（奥田）までお願いします。 
⑤配布するテキストで講義しますので、基本テキスト等は持参しなくても結構です。 

 

受験対策申込書 （切り取らないでこのまま FAXしてください） 送付先011-717-6002  

 ○氏 名：                 ○連絡先メール（または電話）：                        

〇次のコースに申し込みます（□に☑を入れて下さい） 

介護支援分野 専門分野・直前対策 

□日曜コース（8月 18日） 

□平日夜コース第１回（8月 27日） 

□平日夜コース第２回（9月 3日） 

□平日夜コース第３回（9月 10日） 

□平日夜コース第４回（10月 1日） 

□平日夜コース第５回（10月 8日） 

ケアマネジャー受験対策講座 
解説に併せ、過去問5年間完全収録したオリジナルテキストで！ 

 

介護新聞に受験対策講座を連載中の奥田講師が直前対策 
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受験対策講座テキストのお申し込みは 
【申込方法】 この申込用紙でＦＡＸ、又は必要事項（送付先・冊数など）を記載してメールで申込。 
【申 込 先】 北海道高齢者向け住宅事業者連絡会（北10西４ SCビル2F）  
        E-mail：info4343@koujuren.com TEL：011-707-4343 FAX：011-717-6002 
【支払方法】 テキスト送付時に同封する郵便振替にて振り込んで下さい。 
【送  料】 １～4冊 200円。5冊以上は当方で負担します。なお、北海道高齢者向け住宅事業者連絡会

の会員事業所の職員への送付はすべて当方で負担します。 
 

受験対策講座テキスト申込書 （切り取らないでこのまま FAXしてください） 送付先011-717-6002  

○氏 名：            ○北海道高齢者向け住宅事業者連絡会（どちらかに○）   ・会員   ・非会員        

○連絡先メール（または電話）：                              

〇送付先住所                                                 冊数    冊     

ケアマネジャー受験対策講座テキスト 

好評販売中！（定価 1,000円・送料別途） 

介護新聞に受験対策講座を連載中の奥田講師が作成したオリ

ジナルテキストは、過去問 5 年間を完全掲載し、解説を連動

させているので、これだけ読んでも大丈夫！ 

■第１０章 地域支援事業 （テキスト167P～174p） 

【介護予防事業】 

・地域支援事業には、必須事業（介護予防事業・包括的支援事業）と任意事業がある。 

・介護予防事業は、第１号被保険者が要介護状態になることの予防や要介護状態等であっても悪化の防止や軽減のために

行う事業（予防給付とは別である）→市町村が実施。民間事業者への委託も可。 

・地域支援事業の内容、および財源は下表のとおり。 

位置づけ 事業内容 財源構成 

必須事業 ①介護予防事業 

 

国・都道府県・市町村 

1号保険料・2号保険料 

 

 

 

介 護

給 付

費 の

３ ％

以内 

 

包括的支援事業 

②介護予防ケアマネジメント事業 

③総合相談・支援事業 

④権利擁護事業（高齢者虐待防止など） 

⑤包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

国・都道府県・市町村 

1号保険料 

 

任意事業 ⑥介護給付等費用適正化事業 

⑦家族介護支援事業 

⑧その他の事業 

市町村の判断により

実施する事業 

総合事業 国・都道府県・市町村 

1号保険料・2号保険料 

それ以外の事業 

（介護予防ケアマネジメント業務を除く包括的支援

事業・任意事業） 

国・都道府県・市町村 

1号保険料 

 

解説に連動

して過去問

でおさらい 
 

12問題11 地域支援事業の包括的支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。 

1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う。 

2 介護給付及び予防給付に係る費用の適正化を図る。 

3 被保険者を対象に総合相談支援を行う。 

4 被保険者を対象に虐待の防止及び早期発見を行う。 

5 家族に対して介護方法の指導を行う。 

テキスト見本 
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